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昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
持

続
化
給
付
金
や
家
賃
支
援
給
付
金
な
ど
の

助
成
金
を
申
請
し
た
会
員
が
多
数
み
え
ま

し
た
。
ま
た
、
愛
知
県
や
春
日
井
市
が
実
施

し
た
飲
食
・
小
売
・
理
美
容
な
ど
へ
の
助
成

金
や
、
雇
用
調
整
助
成
金
を
申
請
し
た
会
員

も
多
数
い
ま
す
。
今
年
の
確
定
申
告
で
、
こ

れ
ら
助
成
金
の
扱
い
は
ど
う
し
た
ら
よ
い 

か
の
問
い
合
わ
せ
が
増
え
て
い
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
関
連
の
給
付
⾦
は
売
上
に
含
め
る 

必
要
が
あ
り
ま
す 

﹁
特
別
定
額
給
付
⾦
﹂は
収
⼊
に
加
え
な
い 

民
商
は
こ
れ
ら
の
助
成
金
を
課
税
対
象

と
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
す
。
し
か
し
、
課

税
対
象（
消
費
税
は
不
課
税
）と
な
る
の
で
、

確
定
申
告
で
売
上
に
含
め
る
必
要
が
あ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
雑
収
入
」
で
計

上
し
、
消
費
税
の
課
税
は
「
対
象
外
」
と
し 

て
く
だ
さ
い
。 

 
国
が
世
帯
全
員
に
一
律
10
万
円
を
支
給

し
た
「
特
別
定
額
給
付
金
」
に
つ
い
て
は
、

収
入
に
加
え
ま
せ
ん
の
で
注
意
が
必
要
で 

す
。 

 

 

 

2021 年３月１日         春日井民商だより               第 1748 号 

毎月 15 日までの会費集金

にご協力をお願いします。 

会計 山崎孝亀 

 

3 月 11 日までの毎週火・木曜日 事務所２F 
午前：10 時～12 時  午後：14 時～16 時 

 

 

 
 
すべて⺠商事務所で開催します。 
平⽇夜は４名、⼟⽇は６名までで
す。 
※予約のない場合は参加をお断りすることがあります。 

＜東⽀部＞ 
2 月 28 日 日 13～16 時 事務所 

3 月 1日 月 18～20 時 事務所 

3 月 6日 土 18～20 時 事務所 

＜⻄⽀部＞ 
2 月 28 日 日 10～12 時 事務所  ＜満員＞ 

3 月 1日 月 18～20 時 事務所 

3 月 7日 日 13～16 時 事務所 ※3 名まで 

3 月 7日 日 18～20 時 事務所  ＜満員＞ 

＜南⽀部＞ 
3 月 3 日 日 19 時 ふぁんふぁ(南花長) 

3 月 7 日 月 10～12 時 事務所 

＜北⽀部＞ 
3 月 4 日 木 18～20 時 事務所 

3 月 7日 日 13～16 時 事務所 ※3 名まで 

3 月 7日 日 18～20 時 事務所 ※3 名まで 

＜全⽀部共通＞ 空いているのでねらい⽬で
す♪ 
2 月 27 日 土 10～12 時 事務所   

2 月 27 日 土 13～16 時 事務所  ＜満員＞

 

民商は課税対象とすることには反対ですが、売上に含める必要があります 

 
ま
た
、
持
続
化
給
付
金
の
申
請
を
し
た
方

で
、
令
和
元
年
分
の
所
得
を
事
業
所
得
で
な

く
給
与
所
得
・
雑
所
得
で
申
請
し
て
い
た
人

は
、
一
時
所
得
で
申
請
し
ま
す
。
詳
し
く
は

春
日
井
民
商
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⽀
給
決
定
⽇
が
今
年
に
⼊
っ
て
か
ら
の
⼈

は
来
年
の
申
告
で 

 
持
続
化
給
付
金
・
家
賃
支
援
給
付
金
を
申

請
し
た
人
で
、
支
給
決
定
日
が
今
年
に
な
っ

て
か
ら
の
人
は
、
来
年
の
確
定
申
告
の
計
算

に
含
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 
飲
食
業
の
方
で
、
休
業
協
力
金
の
申
請
を

し
て
い
る
人
も
、
入
金
は
今
年
に
な
っ
て
か

ら
な
の
で
、
来
年
の
確
定
申
告
で
忘
れ
ず
に

申
告
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

 

 
 
１月 12日～２月７日実施分の申請〆切は、
３月１２日(金)です（当日消印有効） 

 休業要請による愛知県からの協力金を受け取るには、期間

に分けての申請が必要になります。また、緊急事態宣言の

前と後で、短縮を求められる業種や営業時間に変化があり

ます。要請にこたえて営業自粛を行っているが、申請の手

順がわからないという人は、春日井民商にご相談ください。

 


